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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【基本的な考え方】　

　当社は、法律を遵守し健全で透明な企業経営を行うことを基本に、「化学」を通じ優れた製品を提供することにより社会の発展に貢献するととも

に、お客様、株主・投資家、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダーからの期待と信頼に応え、また、環境に配慮した事業活動を
行うことを経営理念としています。

　この理念のもと、当社は独自の特色ある技術の活用により高付加価値製品の開発を進め、グローバルな視野で化学を中心に事業を展開する技
術指向型の企業グループを目指しています。　　

　この経営理念を実現し、急激な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するためには、コーポレートガバナンスの充実が重要な経営課題である
と認識しています。

【コーポレートガバナンスの基本方針】　

　当社は、コーポレートガバナンスコードに則り、以下の５点を基本方針として、受託者責任を十分に自覚し、それに応えることのできるコーポレー
トガバナンス体制の充実に取り組んでいます。

(1)株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。

(2)株主以外のステークホルダー（お客様、取引先、従業員、地域社会等）との適切な協働に努めます。

(3)法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報についても主体的に発信し透明性の確保に努めます。

(4)受託者責任を踏まえ、透明・公正かつ迅速な意思決定を行うため、取締役会の責務と役割の適切な遂行に努めます。

(5)株主から経営方針への理解をいただけるよう努力を行い、持続的成長に向けた建設的な対話に努めます。

　なお、具体的なガバナンス体制の状況については、有価証券報告書をご参照ください。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】

　当社は、資金調達、保険契約、原材料購入・製品販売等において、取引先や業務提携先との良好な関係の維持・強化のため、当該企業の株式

を保有することがあります。　

　当社は毎年、取締役会にて個別の政策保有株式について、そのリスクと、経済性および取引関係の維持・強化等の保有効果等について総合的

に勘案し、中長期的な観点からその保有の合理性を検証しています。

　その結果、保有することの合理性が認められない場合は、市場動向等を考慮したうえで当該政策保有株を適宜売却することと致しております。

　政策保有株式の議決権の行使につきましては、当該企業の経営状況等を勘案したうえで、当社と当該企業の持続的な成長と中長期的な企業価
値の向上に適うか否か等を基準に、その判断を行います。

　重要な議案については、必要に応じて当該企業との対話等を経て賛否を判断します。

【原則1-7】

　取締役の競業取引及び自己取引など会社法に定める利益相反取引については、「取締役会規則」に基づき取締役会による事前承認及び結果
の報告を実施しています。

　子会社・関係会社に対する貸付・債務保証等についても、取締役会での事前承認及び毎月の結果報告を実施しています。

【補充原則2-4-1】

　当社は、性別や年齢、国籍、人種、宗教、障がいの有無などに関係なく多様な人が集まり、いろいろな発想を出し合うことで企業を発展させていく
ために、ダイバーシティ方針を定め、その推進を重要な経営戦略として位置づけています。

　当社は人材登用について属性（性別、国籍、入社形態等）によらない個人の能力と意欲を重視する人物本位の評価・登用を実施しています。仕
事と私生活を両立できる環境を整えるとともに、キャリア開発意識の向上を目指した支援制度（キャリア開発支援制度）を設ける等、就業環境整備
や人材育成策の取り組みを行い、中核人材の多様性の確保に繋げています。また、経営課題達成に向けた人材強化を図るため、外部から専門
性のある人材の採用を積極的に行っており、専門性の高い人材については管理職での採用を行っております。

　働き方への意識・環境の変革に取り組み、管理職における女性割合、外国人割合、中途採用割合についてそれぞれ現在の割合以上となるよう
努め、中核人材等の多様性を高めてまいります。

　＜女性＞

　　・管理職に占める女性の割合（2022年度実績）　　　　　　　　　 4.9％

　　・基幹職採用女性比率（一般事業主行動計画における目標）　直近事業年度平均30％以上

　＜外国人＞

　　管理職に占める外国籍社員の割合（2022年度実績）　　　 　　 0％　　

　＜中途採用＞



　　正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用比率（2022年度実績）　　　　　　45.7％　

　　管理職に占める中途採用者の割合（2022年度実績）　　　　　 12.6％

【原則2-6】

　当社は、確定給付年金制度の適正な運営を図るため、企画、人事、経理の各分野の業務に知見を有する者から選出された資産運用委員会を
設置しています。資産運用委員会では、受益者への安定的な年金給付を将来にわたって行うため、運用の基本方針や運用指針、政策的資産構
成割合の策定及び見直し検討、運用委託機関に対するモニタリング等を実施し、年金制度運営の結果を受益者である従業員に報告・周知してい
ます。

【原則3-1】

（1）経営理念、経営戦略については、本報告書１「基本的な考え方」をご参照ください。

　経営計画につきましては、当社は、2020年に日本曹達グループ長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」（2020年度～2029年度）を策定するととも
に、その実現に向け中期経営計画「かがくで、かがやく。StageⅡ」（2023年度～2025年度）を策定・実行中です。

　当社の経営戦略等の内容については、当社ホームページをご参照ください。

（ https://www.nippon-soda.co.jp/）

　長期ビジョン・中期経営計画 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/plan.html

　統合報告書・ESGデータ集 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　本報告書１「基本的な考え方」をご参照ください。

（３）経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続

【方針】

　株主総会で決定された報酬総額の限度内で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のインセンティブを高めるべく報酬体系を整備していま
す。その構成は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬としての固定報酬に業績・成果に応じて個別に加算したものとしています。これに
加えて株主とのより一層の価値共有を図ると共に、中長期的な企業価値向上に連動したインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬（ＲＳ）を導入
しています。

　また、役員報酬の公平性と客観性を高めるため、社外取締役３名と取締役社長で構成する独立性・実効性を備えた指名・報酬諮問委員会を設
置し、役員の報酬について取締役会に対して助言・答申を行うこととしています。

　なお、取締役のうち社外取締役と監査等委員である取締役については固定報酬のみとしています。

【手続】

　指名・報酬諮問委員会の助言・答申をもとに取締役会の決議をもって決定しています。

（４）経営陣幹部の選解任と取締役の指名の方針と手続

【方針】

　経営陣幹部・取締役候補者については、（１）豊かな業務経験を有すること　（２）経営感覚が優れていること　（３）指導力、統率力、行動力および
企画力に優れていること　（４）ふさわしい人格、識見を有すること　（５）心身ともに健康であること、を基準にそれぞれの責務に相応しい人物を選
任しています。

　また、社外取締役の候補者については会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を基本に、加えて当社の経営に対して建設的で率直
な意見を期待できる専門性と豊富な経験を有する人材を充てることとしています。

　経営陣幹部の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反、その他職務を適切に遂行する事が困難と認められる事由が生じた場合に
は、その役職を解任します。

【手続】

　経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、指名・報酬諮問委員会の助言・答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定してい
ます。

　また、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決定します。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名についての説明

　取締役候補の個々の指名の理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しています。

　また、経営陣幹部の選解任については、その都度当社ホームページ等において開示いたします。

【補充原則3-1-3】

＜サステナビリティ方針＞

　当社グループは、化学の力で新たな価値を創造し、「社会への貢献」を通じ「企業価値の向上」を実現することをミッションとして、ステークホルダ

ーと社会環境に求められる製品・サービスを通じて社会に貢献してまいります。当社グループのミッションと持続的成長の実現には、「企業価値の

向上」と「社会価値の向上」を両輪に据えた経営の実践が重要であると考えています。そして、「社会価値の向上」を具体化するために、「企業価値
を守るCSR」と「企業価値を高めるCSR」という2つの取り組みを推進してまいります。

＜サステナビリティについての取組み＞

　当社のサステナビリティ経営の考え方や方針、取組みについては、有価証券報告書、統合報告書およびESGデータ集において記載しております
ので、ご参照ください。

　有価証券報告書 ：https://www.nippon-soda.co.jp/financial_fact/library/fr.html

　統合報告書・ESGデータ集 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

＜人的資本への投資について＞

　当社では、安定した利益確保と新たな価値の創造を目標とした長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」を掲げております。同長期ビジョンに関

し、目下取り組中の「中期経営計画『かがくで、かがやく。StageⅡ』（2023年度～2025年度）」においては、人材面の取組みとして「社員もかがやく」
をキーワードに、下記方針のもと活動を展開しております。

ⅰ）人材育成方針

　職群や職級如何に関わらず、当社人材像のあるべき姿として、社員それぞれが「自律し、主体的に学び、考え、行動すること」を掲げておりま

す。それを主軸に、女性基幹職の増加を主とした会社の構成人材の変化や、ベテラン層から次の世代への円滑な交代、また働き方やキャリアに
対する考え方の多様化に対応すべく、各種施策の検討/実施を行っております。

ⅱ）社内環境整備方針

　「社員もかがやく」においては、前段の内容に加え、社員が「柔軟で効率的な働き方を実践することにより、その能力を最大限に発揮すること」

を掲げております。それを踏まえ、働く場所や時間に関する施策や仕事と私生活の両立を支援するための施策を中心に、検討/実施を行っており
ます。

　詳細につきましては、当社の有価証券報告書、統合報告書およびESGデータ集をご参照ください。

　有価証券報告書 ：https://www.nippon-soda.co.jp/financial_fact/library/fr.html

　統合報告書・ESGデータ集 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

＜知的財産への投資について＞

　当社は、長期経営ビジョン「かがくで、かがやく。2030」を達成するため、新製品の開発および新規事業の創出に取り組んでいます。新製品を上
市してシェアを拡大するため、また、新規分野に参入するためには、良質の知的財産権が必須であると考えており、研究開発の成果である発明を
積極的に特許出願して知的財産ポートフォリオを構築しています。2023年3月末時点で、2,050件の特許権と1,794件の商標権を世界各国において



保有し、研究開発品および既存製品を保護しています。今後は新たな研究技術戦略に則り、既存事業の強化・拡大、新規事業創出を推進してい
きます。技術戦略の実行にあたってはＩＰランドスケープ等の手法を取り入れ、当社の知財・無形資産を活用していきます。知的財産を含む研究開
発投資については、統合報告書およびESGデータ集等に記載しておりますのでご参照ください。

　統合報告書・ESGデータ集 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

＜TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示＞

　当社グループは2022年にTCFD提言への賛同を表明するとともに、同提言の開示推奨項目に沿った開示を行いました。詳細につきましては、有
価証券報告書、統合報告書およびESGデータ集をご参照ください。今後も引き続き、当社グループの気候変動への対応について、開示の充実に
取り組んでまいります。

　統合報告書・ESGデータ集 ：https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

　中期経営計画「かがくで、かがやく。StageⅡ」：https://ssl4.eir-parts.net/doc/4041/ir_material/206536/00.pdf

【補充原則4-1-1】

　当社は、取締役会（原則月１回開催）で、法令・定款で定められた事項及び「取締役会規則」で定められた経営上の重要な（一定金額以上等明確
な基準に基づく）意思決定の審議、並びに業務執行の監督を行います。

　また、「経営会議運営規則」に基づき、社長、執行役員である取締役及び社長が出席を要請した者をもって構成される経営会議（原則週１回開

催）で、取締役会審議事項以外の重要な業務執行の審議を行い、迅速な意思決定に努めます。

【原則4-8】

　当社では、独立性の高い社外取締役５名（うち２名は監査等委員である取締役）体制とし、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
寄与するよう取締役会の充実を図っています。

【原則4-9】

　当社では、独立社外取締役について、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、
当社の経営判断における客観性や合理性を担保し当社の企業価値向上に資することができる人材を充てることとしています。具体的には下記の
要件のいずれにも該当しない者としています。

（１）当社または当社子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

（２）当社または当社子会社の主要な取引先またはその業務執行者

（３）当社または当社子会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士または弁護士等の専門家

（４）過去1年間において、上記（１）から（３）のいずれかに該当していた者

（５）次に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族

　　1.上記（１）から（４）までに該当する者

　　2.現在または過去１年間において当社または当社子会社の業務執行者であった者

　　3.現在または過去１年間において当社または当社子会社の非業務執行取締役であった者

【補充原則4-10-1】

　役員人事（後継者育成計画等含む）および役員報酬の公平性と客観性を高めるため、社外取締役３名と取締役社長で構成する独立性・実効性
を備えた指名・報酬諮問委員会を設置し、役員の人事および報酬について取締役会に対して助言・答申を行うこととしています。

【補充原則4-11-1】

　取締役の定数は定款において取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内、監査等委員である取締役は５名以内と定めています。現
在は社外取締役５名（うち監査等委員である取締役は２名）を含め取締役10名を選任しており、機動的・効率的な運営により的確な意思決定がで
きる体制としています。

　なお、社外取締役の候補者について会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件を基本に、加えて当社の経営に対して建設的で率直な
意見を期待できる専門性と豊富な経験を有する人材を充てることとしています。

　当社グループは長期ビジョン（2021年3月期～2030年3月期）において、「新たな価値を化学の力で創造し、『社会への貢献』を通じ『企業価値の
向上』を実現する。」というミッションを掲げています。このミッションの実現に向けて、基本戦略・資本政策・サステナビリティ経営の実践における経
営戦略などの重要事項の意思決定および職務執行の監督を適切かつ迅速に実施するという観点から、取締役会が全体として備えるべきスキル
を定めております。なお、取締役会が全体として備えるべきスキルは、外部環境や当社の状況の変化に応じて適宜見直しを行うものとしています。

　スキルマトリクスについては、統合報告書、招集通知をご参照ください。職歴・年齢等については、招集通知をご参照ください。

　統合報告書・ESGデータ集 ： https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/library/integratedreport.html

　招集通知 ： https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/stock/procedure.html

【補充原則4-11-2】

　当社は役員の兼職については合理的な範囲にとどめることと定めています。

　取締役及びそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、毎年「定時株主総会招集ご通知」の事業報告、参考書類及び有価証券報告
書において開示しています。

【補充原則4-11-3】

　当社は、取締役会の適切な職務執行の決定及び監督機能の向上を目的として、2015年度より毎年、取締役会メンバー全員へのアンケート形式
による自己評価を実施しております。定期的に外部機関への委託によるヒアリング調査による分析・評価を行うこととしており、2018年度及び2021
年度は、外部機関による分析・評価を行っております。

　2022年度においては取締役及び監査等委員である取締役全員へのアンケートを実施し、取締役会において実効性の現状認識について検証・議
論を行いました。その結果、当社取締役会は全体として実効性が確保されていることを確認しました。ただし、指名・報酬に関する監督機能の強化
を更に図ることが課題のひとつとして認識されました。今回の結果を踏まえ、指名・報酬諮問委員会メンバーに社外取締役１名を加えた社外取締
役３名と取締役社長で構成する体制に増強し、監督機能の強化を図りました。

　今後の取締役会の運営方法の改善に取り組み、取締役会の実効性の更なる向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2】

　当社では、求められる役割と責務を十分に果たすことのできる者を取締役に選任しておりますが、その上で内部昇格による新任取締役について
は、経営者としての役割と責務の理解の促進のため外部講習等を活用した教育の機会を設けています。

　また、社外取締役については、当社に関する総合的な理解を進めるための機会（事業場視察、各部門からの説明等）を設けています。

　このほか、取締役としての知識・知見の充実のための外部講習等の費用を負担しています。

【原則5-1】

　当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには株主との建設的な対話が不可欠であると考えており、適時適切に社長や担当取締
役・執行役員が対応しています。また、総務部が中心となり、東京証券取引所の適時開示基準に従い、各部門と連携を取りながら、公平性・正確
性を重視し、タイムリーに情報開示を行うという方針でIR活動を実施しています。株主との対話に関する詳細な方針は以下のとおりです。

（１）総務担当取締役がIR統括責任者となり、総務部をIR窓口として、営業・企画管理・研究技術等の社内各部門と連携し株主との建設的な対話の

　　促進を行っています。

（２）個別面談以外の対話手段については、証券アナリスト・機関投資家に向けた年2回の決算説明会を開催し、社長または担当取締役が説明を

　　行っています。また、海外投資家へのIR活動も実施しています。

（３）投資家や株主との対話を通じて寄せられた要望や意見については、適時適切に担当取締役等より取締役会に伝え、経営の参考にしていま



　　す。

（４） 社内規程として「インサイダー取引管理規定」を設けており、情報開示に関しても情報管理責任者を中心に適切に管理しています。

【株主との対話の実施状況等】

　当社では、事業内容や業績への理解を深めていただくために、投資家・証券アナリストの皆様との積極的な対話に努めています。国内外の機関
投資家や証券アナリストとの個別取材を実施するとともに、決算説明会・事業概要説明会を年2回開催し、代表取締役社長、担当取締役、および
執行役員による説明を実施しています。決算説明会・事業概要説明会は、より多くの方々にご参加いただけるようにライブ配信を実施するととも
に、当社ウェブサイトにおいて、説明会動画や説明資料（日本語版・英語版）、および英文スクリプトを公開しています。投資家や証券アナリストと
の対話を通じて得られたご意見・ご提案や、証券アナリストレポートは、社内でデータベース化しており、必要に応じて取締役や執行役員と共有す
るほか、定期的に取締役会において対話の実施状況について報告を行い、当社の経営に反映させています。

2023年3月期における、機関投資家・証券アナリストとの対話延べ人数は331名です。対話の主なテーマは、直近の業績や今後の成長戦略、中期
経営計画の進捗状況や資本政策・株主還元方針、およびサステナビリティの取り組みについてなどであり、決算説明会・事業概要説明会における
質疑応答の要旨を当社ウェブサイトに掲載しています。

また、当社では、毎年6月に開催する定時株主総会を、株主の皆様と直接対話するための重要な機会と位置づけています。株主の皆様に、株主
総会における報告事項と決議事項を十分にご検討いただけるよう、株主総会招集通知の早期開示・早期発送に努めており、2023年6月29日開催
の第154回定時株主総会資料は同5月27日に公開しました。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】

　当社グループは、長期ビジョン「かがくで、かがやく。2030」におきまして、ROI（投資利益率）を重視した成長戦略と徹底した構造改革により、高効
率な事業構造に変革し、利益効率を2倍以上にすることを基本戦略に掲げています。

具体的には、高付加価値事業の拡大と不採算事業の整理を進めるとともに、徹底した効率化に取り組むことにより、事業環境の変化に強く、安定
した収益を生み出す事業ポートフォリオへの変革を図ります。また、農薬・医薬品添加剤事業を中心に海外事業を拡大するとともに、中核技術の
高度化を図り、新製品の開発促進と新規事業への進出を目指します。

　この戦略のもと、長期ビジョンのファーストステップとなる中期経営計画「かがくで、かがやく。StageⅠ（2021年3月期～2023年3月期）」におきまし
ては、高付加価値事業の販売を計画通りに拡大させるとともに、キャッシュフロー創出力を高める製品・事業への積極的な投資を実行しました。ま
た、資産効率の向上を図るべく、不採算事業の整理を含むポートフォリオの見直しを実施するとともに、政策保有株式の整理を継続的に実施し、
保有する上場株式は2019年3月末の52銘柄から2023年3月末の31銘柄に減少しました。さらに、株主還元目標である配当性向40％以上を達成
し、自己株式の取得・消却を機動的に実施するとともに、株主との価値共有を進め、企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的と
して、役員報酬に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績連動報酬・評価報酬・株式報酬の合計割合を従来の35～40％から60％に拡大しまし
た。これらの取り組みにより、ROE（自己資本利益率）は2020年3月期の4.8％から2023年3月期の10.3％（一過性要因を除くROEは9.5％）に上昇し、
税前ROIC（投下資本利益率）は2020年3月期の4.8％から2023年3月期の8.0％に上昇しました。

　長期ビジョンのセカンドステップとなる新中期経営計画「かがくで、かがやく。StageⅡ（2024年3月期～2026年3月期）」におきましては、キャッシュ
フロー創出力を高める製品・事業への投資を継続するとともに、研究技術戦略の推進により中核技術を確立・高度化し、新規事業の創出を推進し
ます。また、投資効率が劣後にある製品・事業の整理や、適切な投資リスク評価を徹底するとともに、政策保有株式の整理を継続的に実施するこ
とにより、資産効率の向上を図ります。これらの取り組みにより、2026年3月期のROEは10％を目指します。また、株主還元につきましては、総還元
性向目標を50％以上とし、安定的な配当を継続するとともに、配当を補完する株主還元策として自己株式の取得を機動的に実施します。

　長期ビジョンの最終年となる2030年3月期のKPIは、ROS（営業利益率）10％以上、ROA（総資産営業利益率）7％以上、ROE12％としています。

　上記の取り組みの詳細につきましては、「日本曹達グループ統合報告書2023」の20ページから23ページをご参照ください。

・日本曹達グループ統合報告書2023

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4041/ir_material_for_fiscal_ym6/143595/00.pdf

・Nippon Soda Group Integrated Report 2023

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4041/ir_material4/219088/00.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,214,500 11.53

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,750,600 6.28

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ 385632 1,518,135 5.44

三井物産株式会社 1,015,000 3.64

日本曹達取引先持株会 934,300 3.35

農林中央金庫 884,518 3.17

株式会社みずほ銀行 816,590 2.93

損害保険ジャパン株式会社 513,000 1.84

株式会社りそな銀行 480,000 1.72

ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 443,500 1.59

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし



補足説明

上記大株主の状況は、2023年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

当社は、自己株式を863,921株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

土屋光章 他の会社の出身者 △

渡瀬有子 公認会計士

明賀孝仁 他の会社の出身者

脇陽子 弁護士

吉田波也人 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

土屋光章 　 ○

　土屋光章氏は、2012年4月まで、当社の

主要な取引先である株式会社みずほフィ
ナンシャルグループの副社長として勤務し
ておりました。

　なお、当社は同グループから資金の借
入を行っておりますが、当社の借入金に
占める同行からの2023年３月末における
借入比率は28％程度です。

　土屋光章氏は金融機関及び事業会社の経営
に長年携わった経験と幅広い見識に基づいた
当社の経営全般に対する有益な助言と、業務
執行から独立した視点から利益相反等の経営
の監督とチェック機能の維持、向上に引き続き
貢献いただくことなどを期待し、社外取締役とし
て選任いたしました。

　同氏は、当社の主要な取引先である株式会
社みずほフィナンシャルグループの副社長とし
て勤務しておりましたが、退任後11年経過して
おり、同行の影響を受ける立場にありません。
当社は同行以外の複数の金融機関と取引を
行っており、同行から当社の取締役会等におけ
る意思決定に対して特段の影響を及ぼすこと
はなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれ
はないと判断しており、独立役員に指定いたし
ました。

渡瀬有子 　 ○ 公認会計士

　渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査に
て携わられ、専門的な知見と国際経験を積ま
れてきました。また、前職においては国内のみ
ならずクロスボーダーＭ＆Ａ関連業務や事業
ポートフォリオ戦略にも長年に亘って携わって
おり、これらの経験を活かし、当社のガバナン
ス、健全な成長・発展に引き続き貢献いただけ
ると期待し、社外取締役として選任いたしまし
た。

　同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般
株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性
を有していると当社は判断し、独立役員に指定
いたしました。



明賀孝仁 　 ○ ―――

　明賀孝仁氏は、前職においては鉄鋼業界・普
通鋼電炉業界に長年携わられ、幅広い経験や
技術的な知見を積まれてきました。また、会社
を牽引する経営者として業務執行全般に対す
る監督を適切に果たされており、これらの経験
を活かし、当社の中核技術の高度化と新たな
価値・ソリューション創出に貢献いただけると期
待し、社外取締役として選任いたしました。

　当社の「独立社外取締役の独立性基準」に掲
げる事項全てに該当しないことから、一般の株
主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を
有していると当社は判断し、独立役員に指定い
たしました。

脇陽子 ○ ○ 弁護士

　脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経
験はありませんが、弁護士としての会社法務に
関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締
役としての経験を当社の経営に対する監査等
に活かしていただけると期待し、監査等委員で
ある社外取締役として選任いたしました。

　同氏は当社と顧問関係にない弁護士であり、
その独立性は十分確保されていると考えてお

り、一般の株主と利益相反の生じるおそれはな
いと判断しており、独立役員に指定いたしまし
た。

吉田波也人 ○ ○ 公認会計士

　吉田波也人氏は、公認会計士として企業会
計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際
経験も含めた幅広い見識を有しております。直
接企業経営に関与された経験はありません

が、これらの経験と知識を当社の経営に対する
監査等に活かしていただけると期待し、監査等
委員である社外取締役として選任いたしまし

た。

　同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般
株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性
を有していると当社は判断し、独立役員に指定
いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会室を設置し業務執行取締役から独立性を保ち監査等委員会を補佐いたします。



監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員である取締役と会計監査人は、監査計画及び監査結果の報告のための定期会合の場を設ける等、密接な連携を図ります。また、内
部統制監査部（４名）を設置し、業務部門から独立して業務の妥当性、効率性及び財務報告の信頼性の確保等について評価し、業務プロセスにお
ける内部統制の適切な運用推進を行うとともに、監査等委員との定期的な打合せ等により連携を図ります。

　監査等委員である社外取締役の選任状況：選任している

　監査等委員である社外取締役の人数：２ 名

　監査等委員である社外取締役のうち独立役員に指定されている人数：２ 名

内部統制及び監査等委員である取締役の連携状況

（１）内部統制監査

　「内部統制監査部（４名）」を設置し、業務部門から独立して業務の妥当性、効率性及び財務報告の信頼性の確保等について評価し、業務プロセ
スにおける内部統制の適切な運用推進を行うとともに、監査等委員との定期的な打合せ等により連携を図っております。

（２）監査等委員監査

　監査等委員である取締役につきましては、３名のうち２名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は、経営会議等に出席するほ
か、重要な書類（稟議書）等を閲覧し、重要な事項については担当取締役・執行役員や担当部署あるいは当該子会社等から直接説明を受ける

等、グループ全体にわたり会社情報の発生について正確な把握に努め、関係部署の対処・対応と内部統制が適法・適正に執行されているか否か
を監視・検証しております。これに加え、特に財務諸表等の信頼性の確保に関しましては、会計監査人から定期的に報告を受け、また一部の実地
監査に立会う等密接な連携を図ることで対応しております。

（３）会計監査の状況

　当社とＥＹ新日本有限責任監査法人は、監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、池内　基明、甲斐　靖裕の２氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他
19名であります。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　役員報酬および役員人事の公平性と客観性を高めるため社長と社外取締役３名で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、役員の人事および
報酬について取締役会に対して助言・答申を行うこととしています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。　

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他



該当項目に関する補足説明

　会社の業績を反映させる業績連動報酬の要素と、個人の目標達成度を評価する評価報酬の要素を取り入れた報酬体系としているとともに、譲
渡制限付株式報酬制度（ＲＳ）を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　有価証券報告書および事業報告において、各期に取締役へ支払った報酬の総額を記載しております。なお、有価証券報告書については、ＥＤＩＮ
ＥＴ（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）を通じて公衆縦覧に供しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等

　当社は、2022年4月22日及び2022年6月29日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個
人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問
委員会へ諮問し、答申を受けております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会
で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。

基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取
締役報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、基本報酬・業績連動報酬・評価報酬・株式
報酬の４種類の報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役と非常勤取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

　ａ．基本報酬の決定方針

　　　役割と役位に応じて金額を決定する。

　ｂ．業績連動報酬の決定方針

　　　当該事業年度の成果・業績を示す指標を利用し、下記算式により算出する。

　　　＜算式＞

　　　　前年度業績連動報酬額 +　当該年度業績連動加減額（※１）　＋　当該年度業績連動額（※２）　＝　当該年度業績連動報酬

　　　（※１）当該年度業績連動加減額

　　　　 ①連結当期純利益増減額、②連結ROE増減及び③単体営業利益増減率の３指標より算出する。

　　　（※２）当該年度業績連動額

　　　　 下記の算式により算出する。

　　　　 役位別基準ポイント　×　当該年度指標係数（％）（※３）　×　前年度平均株価

　　　（※３）当該年度指標係数

　　　 　①当該事業年度のＲＯＥ及び②連結営業利益増減額（過去３年間平均額に対する当事業年度実績の増減額）を指標とするマトリクステー

　　　　　 ブルにより、0％～150％の範囲内で決定する。

　　　　 当該指標は、長期ビジョンでコミットした企業価値向上の達成度を感度高く測る指標であり、役員の成果・貢献度の評価に適切と判断し、業

　　　　 績連動報酬に係る指標として選定する。

　ｃ．評価報酬の決定方針

　　　各取締役が期初に立てた目標の到達度により算出する。

　ｄ．株式報酬の決定方針

　　　株主とのより一層の価値共有を図ると共に、中長期的な企業価値向上に連動したインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬（RS）を導入して



　　　いる。役位ごとに職務および責任に応じた数量の譲渡制限付株式を割り当てる。

　ｅ．報酬の種類毎の割合の決定方針

　　　基本報酬：業績連動報酬：評価報酬：株式報酬の割合が、概ね40％：40％：5％：15％前後となるように支給する。

　ｆ．報酬を与える時期または条件の決定方針

　　　基本報酬・業績連動報酬・評価報酬は、月例の固定報酬とする。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、割当契約書に基づき、譲渡制限

　　　が付された株式を毎年割り当て、当社の最終地位を退任または退職した時に譲渡制限を解除する。

　ｇ．個人別報酬の内容の決定方法

　　　個人別の報酬額については上記の基本報酬・業績連動報酬・評価報酬・株式報酬の内容に関する取締役会の決議に基づき、代表取締役社

　　　長がその具体的な決定権限の委任を受けるものとする。なお、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長

　　　は当該金額の決定に先立ち、指名・報酬諮問委員会への説明・審議を経て、その了承を得るべきこととする。

【社外取締役のサポート体制】

【社外取締役】

　取締役会をはじめとする重要会議の開催に際して、事前に議案の説明や各種情報提供を行うなど、社外取締役の職務の遂行をサポートしてお
ります。

【監査等委員である社外取締役】

　取締役会以外の重要会議への参加を可能としているほか、すべての稟議書を開示するなど、情報が適時・適切に伝達されております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

石井　彰 相談役 経営上の助言 非常勤 2023/06/29 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

　当社では、社長経験者が相談役に就任する場合があり、そのための内規を設けております。相談役の任期は原則１年であり、経営陣からの要
請に基づき、経営上の助言を行うことがありますが、経営の意思決定や業務執行の監督には関与いたしません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会、経営会議、指名・報酬諮問委員会

　取締役会（原則月１回開催）は、法令・定款で定められた事項及び「取締役会規則」で定められた経営上の重要な（一定金額以上等明確な基準
に基づく）意思決定、並びに各取締役の業務執行の監督を行います。取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、環境変化に迅速に対応
でき、かつ経営責任及び業務執行責任を明確化するために１年としております。

　また、「経営会議運営規則」に基づき、社長、執行役員である取締役及び社長が出席を要請した者をもって構成される経営会議（原則週１回開
催）で、取締役会審議事項以外の重要な業務執行の審議を行い、迅速な意思決定に努めております。

　なお、役員人事（後継者育成計画等含む）および役員報酬の公平性と客観性を高めるため、社外取締役３名と取締役社長で構成する独立性・実
効性を備えた指名・報酬諮問委員会を設置し、役員の人事および報酬について取締役会に対して助言・答申を行うこととしています。

２．監査等委員会

　当社は、監査等委員3名（社外取締役2名、社内取締役1名）で監査等委員会を構成しております。また監査等委員会の職務の遂行を補助するた
め監査等委員会室を設置しております。

　監査等委員会は、監査等委員会が定める監査の方針、職務の分担、監査計画に基づき監査を行います。また、監査等委員会は、内部統制監査
部及び会計監査人から監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、意見交換及び情報交換を行うなど連携強化を通じ監査の実
効性向上を図ります。監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。

　常勤の取締役監査等委員は、経営会議等に出席するほか、重要な書類等を閲覧し、重要な事項については担当取締役や担当部署あるいは子
会社から直接説明を受けるなど、企業集団監査役の状況について正確な把握に努め、その結果について監査等委員会に報告します。監査等委
員会では、こうした活動を通じて情報を収集し、意見交換を十分実施したうえで、監査意見を形成します。

３．内部監査

　当社の内部統制監査部は部長を含め４名で構成され、（１）業務部門から独立した立場で業務の妥当性、効率性を検討、確認する内部監査と
（２）金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価を行っております。（１）内部監査は「内部監査計画」、（２）内部統制評価は「財務報告
に係る内部統制基本的計画及び方針」に則り実施し、その結果をそれぞれ「内部監査報告書」、「財務報告に係る内部統制評価報告書」として内
部統制監査部長より代表取締役社長へ報告するとともに、監査等委員会に対しても報告しております。



４．会計監査

監査法人の名称　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

業務を執行した公認会計士　池内基明、甲斐靖裕

監査業務に係る補助者の構成　公認会計士６名、その他19名

継続監査期間　17年間

５．責任限定契約

　業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる旨を定款で定め、当社と当該取締役5名との間で責任限定契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の経営理念は、「化学」を通じ優れた製品を提供することにより社会の発展に貢献するとともに、株主をはじめ顧客、取引先、社員及び関係
会社等のステークホルダーからの期待と信頼に応え、また環境に配慮した事業活動を行うこととしており、この実現のためには、業務に精通した経
営陣と独立性の高い社外取締役５名(監査等委員である取締役２名を含む。)による上記体制が最も適していると判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使

　2016年6月開催の定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用しておりま
す。

　2018年6月28日開催の第149回定時株主総会よりスマートフォンで投票できる電子投票
システムも採用し、株主の利便性向上に努めております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　2016年6月開催の定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームへ参加しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供

　東京証券取引所及び当社ホームページにおいて、招集通知（狭義の招集通知）と参考
書類の英文を掲載しております。

　当社ホームページにおいて、決算短信サマリー情報、決算説明会資料、統合報告書お
よびESGデータ集の英文版を掲載しております。

その他
　2023年6月29日開催の第154回定時株主総会の招集通知について、株主への発送に先
んじて5月27日に東京証券取引所及び当社ホームページにおいて、公開しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　2018年４月にディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載
しております。このなかで情報開示に関する基本的な考え方、基準、方法、将
来の見通しについて、及び沈黙期間について当社のポリシーを設定いたしまし

た。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　証券アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。より多く
の方々にご参加いただけるように、2021年３月期より説明会のライブ配信を実
施するとともに、当社ウェブサイトにて説明会の動画を開示しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 　実施しております。 なし

IR資料のホームページ掲載
　当社ホームページにおいて、プレス・リリース、統合報告書／ＥＳＧデータ集、
決算短信等の決算情報、決算説明会資料、決算情報以外の適時開示資料、
有価証券報告書及び四半期報告書等を公開しております。



IRに関する部署（担当者）の設置

担当部署：総務部

担当者：取締役執行役員　清水修（情報取扱責任者）

　　　　　総務部長　見邉伸樹

　　　　　総務部長代理兼広報・IR課長　有近昌弘

その他

（沈黙期間について）

　当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、情報公開の公平性を確保するため、決算

期日の翌日から決算発表までの期間を「沈黙期間」とし、この期間は決算に　

関する問い合わせへの回答を差し控えます。

　ただし、この期間中に業績予想が大きく変動する見込みが発生した場合に　

は、適時開示規則に基づき情報開示を行います。

　なお、この期間中であっても、すでに公表されている情報に関する問い合わ
せについては対応いたします。

（株主との対話について）

合理的な範囲で取締役（社外取締役も含む）が参加し面談に臨むことを基本と
しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　「日曹グループ行動規範」において、各ステークホルダーとの関係について規定しており
ます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、ＣＳＲを企業存続に不可欠な重要項目と位置付け、ＣＳＲ経営の深化に取り組ん
でいます。 具体的には、「アグリカルチャー」「ヘルスケア」「環境」「ICT」の4つの重点分野

に経営資源を投下することで、社会・経済・環境の変化を事業機会として活かし、製品ソ
リューションを通じた社会課題解決と企業価値向上の同時実現に向けた取り組みを推進し
ています。

　また、「企業価値を守るＣＳＲ」、「企業価値を高めるＣＳＲ」、「社会活動」の３本の柱を軸
に、経営戦略とＣＳＲ経営を統合することで、持続的な企業価値向上を目指しています。

　統合報告書を作成し、配布を行うとともに、当社ホームページにおいても公開しておりま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　「日曹グループ行動規範」において、財務内容や事業活動状況等の経営情報を適時適切
に開示するとともに、会社の経営理念・経営方針を明確に伝える旨を規定しております。

その他

健康経営の取り組み

　当社は、2018年2月20日、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良
法人2018（ホワイト500）」に認定され、2023年度についても引き続き認定がされました。

　「健康経営優良法人（ホワイト500）」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康
会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大規模
法人を顕彰する制度です。

　当社は、ＣＳＲ活動の目標として「健康増進」を掲げ、健康保険組合や労働組合とともに、
心と体の健康増進に向けた取り組みを推進してまいりました。これからも健康維持・増進を
重要な経営課題と位置付け、社員とその家族の健康管理を支援し、健康で活き活きとした
活動を通じて社会により高い価値を提供できる会社となるよう、健康経営の実践に積極的
に取り組んでまいります。

（健康経営推進宣言）

当社グループは、「人」こそが企業の競争力を高め、持続的成長をもたらす、最も重要な経
営資源であると考えます。一人ひとりが意欲を持ち、活力ある職場を実現するためには、
体と心の両面において健康であることが基本であり、健康経営を重要な経営課題として実
践・促進します。

健康経営の取り組みについて：

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4041/ir_material3/215914/00.pdf

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムの整備の状況

（１）　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　イ　コンプライアンス委員会を設置し、「日曹グループ行動規範」の周知により法令遵守・企業倫理に基づいた企業行動を徹底するとともに、内部

　　　通報制度を適切に運用いたします。

　ロ　社会から信頼されつつ企業活動を継続するために、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動に取組みます。

　ハ　「職務及び責任権限規定」等の会社規定に基づき、職務執行の権限役割を明確化いたします。



　ニ　取締役が他の取締役の不正行為、法令・定款違反を発見した場合は、直ちに取締役会及び監査等委員会に報告いたします。

(２）　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　重要な職務執行に係る情報について、「文書管理規定」「営業秘密管理規定」等の会社規定に基づき、適切に記録保管いたします。

(３)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　イ　「日曹グループ行動規範」の周知により、法令遵守・企業倫理に基づいた企業行動を徹底いたします。

　ロ　社長執行役員を委員長とする「ＣＳＲ推進委員会」を設置し、環境保全、労働安全衛生、保安防災・ＢＣＰ（事業継続計画）、物流安全、化学

　　　品・製品安全に配慮した事業活動を推進するとともに、「環境管理規定」「保安管理規定」等の会社規定に基づいてリスクマネジメントを実施

　　　し、事故の未然予防を図ります。

　ハ　万が一の重大事故発生時には、「保安管理規定」等の会社規定に基づいて事故対策本部を設置し、横断的・組織的な対応を行います。

　ニ　大地震等の自然災害、あるいはその他の甚大な被害をもたらす危機の発生時には、「ＢＣＰ」に基づいて適切に対応いたします。

　ホ　その他業務執行に関連して発生する各種リスクには、所管する各部署が対応マニュアル等に基づいて適切に対応いたします。

　ヘ　「内部統制監査部」を設置し、業務部門から独立して業務の妥当性、効率性及び財務報告の信頼性の確保等について評価するとともに、業

　　　務プロセスにおける内部統制の適切な運用推進を図ります。

　　　「内部統制監査部」は、監査結果及び内部統制の運用状況について取締役会に報告いたします。

(４)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　イ　取締役会（原則月１回開催）では、法令・定款で定められた事項及び「取締役会規則」で定められた経営上の重要な（一定金額以上等明確な

　　　基準に基づく）意思決定、並びに業務執行の監督を行います。

　　　　また、「経営会議運営規則」に基づき、社長執行役員、執行役員である取締役及び社長執行役員が出席を要請した者をもって構成される経

　　　営会議（原則週１回開催）で、取締役会審議事項以外の重要な業務執行の審議を行い、迅速な意思決定に努めます。

　ロ　「業務分掌規定」「職務及び責任権限規定」等の会社規定に基づき、職務執行の権限役割を明確化いたします。

(５)　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　イ　「日曹グループ行動規範」の周知により、法令遵守・企業倫理に基づく企業行動を徹底いたします。

　ロ　「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社に対し適切な経営評価・管理を行い、当社グループとして健全な発展を図るため、下記の体制

　　　を整備し運用いたします。

　　　　・グループ会社における経営上重要な事項の決定に際しては、当社と事前協議等を行う

　　　　・グループ会社の業績については定期的に当社へ報告が行われる体制を構築する

　　　　・グループ会社における業務の執行状況については、当社内部統制監査部による内部統制評価を行う

(６)　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　　　監査等委員会が職務補助者の設置を求めた場合には、協議の上、これを配置いたします。

(７)　前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対す

　　　る監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

　　　職務補助者を配置する場合には、その任免等について監査等委員会の同意を得ることといたします。

(８)　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

　イ　監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席いたします。

　ロ　業務執行に関する重要事項（グループ会社に係る重要事項も含みます）及び監査等委員会が報告を求めた事項については、監査等委員会

　　　に報告・説明いたします。

　ハ　稟議書等の決裁書類及び重要な会議の議事録等を監査等委員会に回付いたします。

　ニ　「内部統制監査部」は、監査結果及び内部統制の運用状況について監査等委員会に報告いたします。

　ホ　取締役（監査等委員である取締役を除く）は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及び他の取締役(監査等委員で

　　　ある取締役を除く)の不正行為、法令・定款違反を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告いたします。

　へ　内部通報制度においてコンプライアンス委員会事務局、監査等委員及び外部通報窓口の三つの通報窓口を設置いたします。

　ト　コンプライアンス委員会事務局は、内部通報の事実関係調査に基づき判明した違反行為について、常勤監査等委員に報告いたします。

　チ　 内部通報制度により通報を行った者について、通報をしたという事実により何ら不利益な扱いを行わないことを「日曹グループ行動規範」「内

　　　部通報規程」に規定しております。

(９)　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　イ　社長執行役員と監査等委員会は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行います。

　ロ　代表取締役と監査等委員会の定期的な懇談を行います。

　ハ　会計監査人と監査等委員会が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他情報交換等を行います。

　ニ　監査等委員会室を設置し、監査等委員の職務を補助します。

　ホ　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等に応じています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）市民社会に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対処し、一切関係を持ちません。

（２）反社会的勢力による不当要求に際しては、総務部が統括・窓口部署となり、対応マニュアルに基づき組織的に対応するとともに、警察等の外

　　部専門機関と緊密に連携いたします。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

（１）開示に係る組織　当社では、会社情報の開示に係る事項については、総務部広報・ＩＲ課が主管部門となり、関連部門と連携して適時・適切な

　　情報開示を行っております。

（２）内部情報の管理 当社では、未公表の重要な会社情報について、「インサイダー取引管理規定」にしたがって厳重に管理するとともに、社内研

　　修等の機会を利用しインサイダー取引の未然防止を図っております。

（３）当社の適時開示を含めたディスクロージャー全般に関する考え方等につきましては、当社ホームページ「ディスクロージャー・ポリシー」をご参

　　照ください。

　　（https://www.nippon-soda.co.jp/ir_fact/policy.html）
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